
　当金庫は、リスク管理の観点から取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失（信用リスク）を軽減する
ために、取引先によっては、不動産等担保や保証機関による保証等の保全措置を講じております。ただし、これはあ
くまで補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から判断を
行っております。 
　また、判断の結果、担保または保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいたうえでご契約
をいただく等、適切な取扱いに努めております。 
　バーゼルⅡにおける信用リスク削減手法として当金庫が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式があり、担保
に関する手続きについては、当金庫が定める「事務取扱規程」等により、適切な事務取扱い並びに適正な評価・管理
を行っており、信用リスク削減手法として当金庫が扱う主要な保証には、信用保証協会や適格格付機関が格付を付
与している格付により信用度を判定するしんきん保証基金等があります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 信用リスク削減手法に関する事項 

 
　派生商品の直接取引および長期決済期間取引はございません。 

・・・ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
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（注） １．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。 
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法勘案後のリスク・ウェイトに区分しています。 

リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 

０％ 

１０％ 

２０％ 

３５％ 

５０％ 

７５％ 

１００％ 

１５０％ 

自己資本控除 

合　　計 

格 付 有 り  格 付 有 り  

告示で定めるリスク・ウェイトの区分（％） 

格 付 な し  格 付 な し  

－ 

－ 

２，１０３ 

－ 

２，６１２ 

－ 

２０１ 

－ 

－ 
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－ 
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－ 

－ 

３，９１７ 
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１９，７３８ 

５，１４３ 

９ 

９，０３６ 

１３，９４０ 

４８ 

－ 

６８，４８６ 

１４，１６１ 

４，２９８ 

２３，５１８ 

４，９０６ 

４ 

８，５８５ 

１２，０７６ 

８２ 

－ 

６７，６３４ 

平 成 １８ 年 度  平 成 1 ９ 年 度  

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額  

（単位：百万円） 

（注） 

保　　証 適格金融資産担保 

平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 

 
１,８５６ 

－ 

－ 

－ 

８９４ 

９４５ 

－ 

１７ 

－ 

 
８,９３２ 

８０７ 

５０４ 

－ 

１,３０４ 

４,７３３ 

１,５１８ 

－ 

６５ 

 
９,０２２ 

８０７ 

５０３ 

－ 

１,２５９ 

４,００２ 

１,４１５ 

－ 

７６ 

 
１,６９７ 

－ 

－ 

－ 

７０８ 

９７０ 

－ 

１８ 

－ 

信用リスク削減手法が適用された 
エクスポージャーの額 

①ソブリン向け 

②地方三公社向け 

③金融機関向け 

④事業法人向け 

⑤中小企業等・個人向け 

⑥抵当権付住宅ローン 

⑦不動産取得等事業向け 

⑧延滞債権 

１．当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。 
２．エクスポージャーの額は信用リスク削減手法勘案後のものを記載しています。 

（単位：百万円） 
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信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 


